
富田林市要綱第４９号 

 

富田林市ツアー造成促進補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域経済活性化を目指し、本市に点在する観光施設等での

観光客の周遊及び市内事業者での消費額拡大に寄与する募集型企画旅行（以下

「ツアー」という。）の造成を積極的に促すため、ツアー事業者に対して、富田

林市ツアー造成促進補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める 

ところによる。 

（１） 市内事業者 本市内に施設又は店舗を有し、事業活動を行っている法 

人又は個人事業主をいう。 

（２） 観光消費額 ツアー参加者が本市内の施設及び店舗において支出する

食事代、お土産代、体験料等の合計額をいう。 

（対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、旅行業

法（昭和２７年法律第２３９号）第３条の規定により登録を受けた旅行業者と

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当する場 

合は、補助金交付の対象としない。 

（１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は富田林市暴力団排除条例(平

成２５年富田林市条例第３０号)第２条第３号に規定する暴力団密接関

係者 

（２） 特定の政治活動又は宗教活動を目的とした団体 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める団体 

（補助対象事業） 

第４条  補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、 

次の各号の全てを満たす募集型企画旅行とする。 

（１） 本市を目的地又は経由地とするバスツアーであること。 

（２） ツアー行程に本市内での食事、市内事業者からの物品購入（お土 

   産等）、本市内での体験プログラム等の観光消費に繋がる内容を組み込 

んでいること。 



（３） １ツアー当たりの参加者数が１０名以上（添乗員、乗務員等を除く。）

であること。 

（４） 政治的、宗教的又は特定の営利を目的とした事業でないこと。 

（５） 法令又は公序良俗に反しないこと。 

（補助金の額） 

第５条  補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとし、前条の補

助対象事業においてツアー参加者が本市内で支出した観光消費額等（領収書等

により確認できるものに限る。）の２分の１以内の額とし、１ツアー当たりの上

限額は、２０，０００円とする。 

２ 前項の規定により算定した補助金額に１，０００円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てるものとする。 

（交付の申請） 

第６条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、富田林

市ツアー造成促進事業補助金交付申請書（様式第 1号）に、必要な書類を添え

て、原則としてツアー実施日の３０日前までに市長に申請しなければならない。 

（交付の決定） 

第７条  市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、

補助金の交付の可否を決定し、富田林市ツアー造成促進事業補助金交付決定通

知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。 

（事業の変更等） 

第８条  補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、交付

決定を受けた事業の内容について、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃

止しようとするときは、速やかに富田林市ツアー造成促進事業補助金交付変更

承認申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、承認

の可否を決定し、富田林市ツアー造成促進事業補助金交付変更承認通知書（様

式第４号）を補助事業者に通知するものとする。 

（事業の実績報告） 

第９条  補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算 

して６０日以内又は事業の完了した日の属する年度の翌年度の４月２０日まで

のいずれか早い日までに、富田林市ツアー造成促進事業完了報告書（様式第５

号）に、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（補助金額の確定） 

第１０条  市長は、前条の規定による完了報告書の提出があった場合、その内容 



を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、富田林市ツアー造成促

進事業補助金確定通知書（様式第６号）により、補助事業者に通知するものと

する。 

（補助金の請求及び支払） 

第１１条  補助事業者は、前条の規定による通知を受けた後、富田林市ツアー造 

成促進事業補助金交付請求書（様式第７号）を市長に提出し、補助金の支払を

請求するものとする。 

２ 市長は、前項の請求があったときは、補助金を補助事業者に交付するものと

する。 

（交付決定の取消し） 

第１２条  市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 （１） 交付決定の目的又はこれに付した条件に違反したとき。 

（２） 虚偽その他不正の方法による申請を行ったとき。 

（３） 補助金を目的外に使用したと認められるとき。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。 

２ 市長は前項の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消したときは、富

田林市ツアー造成促進事業補助金交付決定取消通知書（様式第８号）により、

補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１３条  市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当

該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め

て、富田林市ツアー造成促進事業補助金返還請求通知書（様式第９号）により

その返還を命ずることができる。 

（書類の整備） 

第１４条  補助事業者は、補助金に係る収入及び支出に関する帳簿その他の書 

類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して５年間保存しな 

ければならない。 

（委任） 

第１５条  この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（この要綱の失効） 



２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日の

属する年度以前の年度の予算に係る補助金については、この要綱は、同日後も、

なおその効力を有する。 


